
年 月 日

 （あて先）  八　尾　市　長

□ 地方税法第９条の２第１項の規定により相続人代表者を届出します。

□ 地方税法第３８４条の３に規定する「現所有者」を八尾市市税条例第８０条の３に基づき申告します。

（※１）上記の該当する項目へ☑をつけてください

生年月日　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

― ―

電話 － －

― ―

― ―

裏面も参照してください。
※ 税担当課使用欄（記入しないでください）

登

送付

相 続 人 代 表 者 指 定 届
固 定 資 産 現 所 有 者 申 告 書

 住所

届出人

氏名

電話 ― ―

通知書番号（左からつめて記入してください）

被
相
続
人

氏 名

（亡くなられた納税義務者の方） 生 年 月 日 

年　　　月　　　日

住 所

死 亡 年 月 日

年　　　月　　　日

相
続
人
代
表
者

（
現
所
有
代
表
者

）

フリガナ 続　柄 相続分

氏 名 ／

個人（法人）番号（※２）

住 所

〒　　    　　-

他
の
相
続
人

（
他
の
現
所
有
者

）

氏　　　　　　名 住　　　　　　　所 続　柄 相続分

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

該当税目 市民税課 納税課 資産税課 宛 名 番 号 備　考

□市民税・府民税
□軽自動車税（種別割）
□固定資産税・都市計画税

番号確認 □マイナンバーカード　　□住民票の写し　　□通知カード　　□その他（　　　　　　　　　　）

本人確認
□マイナンバーカード　　□運転免許証　　　□各種手帳（年金・障がい者）

□パスポート　　　　　　　 □健康保険証　　　□その他（　　　　　　　　　）



― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

【問い合わせ先】

〇 個人市民税・府民税に関すること 市民税課 ０７２－９２４－３８２２

〇 軽自動車税に関すること 市民税課 ０７２－９２４－３８３２

〇 固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課 ０７２－９２４－３８２３

〇 納税（口座振替）に関すること 納税課 ０７２－９２４－８５２４

他
の
相
続
人

（
他
の
現
所
有
者

）

氏　　　　　　名 住　　　　　　　所 続　柄 相続分

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

／

個人（法人）番号（※２）

※１ 所有者として登記又は登録されている納税義務者が亡くなっている場合、その土地又は
家屋を所有している方（通常は相続人）が現所有者となります。

※２ 現所有者を申告する場合のみ、個人（法人）番号を記載し、マイナンバー（個人番号）と本
人確認ができる書類の提示をお願いします。

※３ この届出（申告）は、相続税に関するものではありません。

※７ 相続人（現所有）代表者を変更する場合は、新たに届出（申告）が必要です。

※４ 法定相続人であることを確認できる戸籍謄本（除籍謄本）等の提示（写し可）をお願いしま
す。

※５ 法定相続以外で相続される場合は、遺言書や遺産分割協議書等の提示（写し可）をお願
いします。

※６ 被相続人（亡くなられた納税義務者）の名義で口座振替納付をされている場合は、口座
振替が停止になります。


